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(1)コ ミュニティバスの現状と課題

●小国地域では、路線バス (大貝線)の 廃止を受けて、スクールバスや医療

機関への通院バス等を兼ねた運賃無料の 「コミュニティバス」を、平成 16

年から市 (旧小国町)が 直営でバス事業者と委託契約を結び運行していま

す。

●運賃が無料であることから、他地域との公平性や、長岡市地域公共交通

総合連携計画で示している方針 (一定の利用がある路線は路線バスを維

持、利用が少ない路線は住民主体の運営)と の整合が課題となっていま

す。

(2)取 り組み

●平成 21年度から、小国地域生活交通検討委員会を立ち上げ、有償化と長

期的に持続可能な運行形態とするため、地域を主体 とする手法について

検討 した結果、運営主体をNPO法 人MTNサ ポー トから担ってもらい、

大貝線をマイクロバスによる過疎地有償運送で、八王子 ・法末線をタク

シー事業者から乗合タクシーにより運行する形態で、平成 24年 4月 から

の運行開始に向け、準備を進めているところです。
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●運行主体は、小国地域内の総合的地域おこし活動団体である 「NPO法 人

MTNサ ポー ト」が行います。

●運行形態は、大貝線を自家用有償旅客運送 (過疎地有償運送)、八王子・法

末線は乗合タクシーによる運行とします。

●運行事業者は、大貝線はNPO法 人 MTNサ ポー トが、コミュニティバ

スを運行 します。八王子 ・法末線については、小千谷タクシー株式会社が

乗合タクシーを運行 します。

運行主体

小国地域内で震災からの復興支援及び集落支援活動を行う、唯一

の総合的地域おこし活動団体である 「NPO法 人MTNサ ポー

ト」が運営主体としての役割を担います。

【
有
償
】

運
行
形
態

大貝線 ・コミュニティバス 〔自家用有償旅客運送 (過疎地有償運送)〕

八王子線

法末線
・乗合タクシー 〔旅客自動車運送〕

運
行
事
業
者

大貝線

運営主体 となるNPO法 人MTNサ ポー トが、自家用 自動車有償

運送 (過疎地有償運送)の 登録 を行い、 コミュニテ ィバ スを運行

します。

※過疎地有償運送とは、過疎地域等において、実費の範囲内で、営利と

は認められない範囲の対価 (運賃)に よって、自家用自動車 (白ナン

バーの車両)を 使用 して輸送を行うものです。

八王子線

法末線

・地域内に営業所を構える小千谷タクシー株式会社が道路運送法上

の許可を受けて、乗合タクシーを運行 します。

(襲鐘主体)

,ヽ0議表誼TNす求■ト

大員線:マイクロバスによる自主題行

く自療用有横旅客運送)

長 岡 市

(又は 隻鯛お絶織公共交通観鏑会)

部ミ助盗交け

幼市 や輔標

雫導煮島i蟹亀重理轡宇 慈イfゆ僚揺
藤付輩窮め魚舶

勤 浄 舶専
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●大貝線 (過疎地有償運送)を 利用 していただくにあたり、事前に 「登録」

が必要 となります。

(※登録の申請をしていただき、運行事業者が名簿の登録を行います。)

●八王子 '法末線は、車両の大きさが変わ りますが、利用の方法は今までど

おりです。 (登録の必要はありません。)

路線 利用の方法

大貝線 (過疎地有償運送)
登録の申請をしていただいた後、ご利用できま

す。

八王子線 今まで通 りです。

法末線 ・今まで通 りです。

【一般利用者】

●運賃は、大貝線、八王子線、法末線の全線 「200円 均一」とします。

ただし、下表のとおり割引を設定します。

【コミュニティバス通学利用者 (スクールバス利用)の 運賃の取扱について】

●スクールバス利用者の運賃については、現在、路線バスを利用して通学す

る場合と同様に、 「定期券」による対応を予定しています。

【参考 :現状】

〔均一料金〕

大

小 学

障 害

※

※

※

人 i200円 /乗 車 〔均一料金〕

生 :100円 /乗 車

者 :100円 /乗 車

中学生以上は、大人料金とする。

未就学児は、無料とする。

障害者は、身体障害者手帳、精神障害者保健

福祉手帳又は療育手帳の提示が必要。
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●運賃は 「乗る時」に運転手に支払います。

乗 り方

停留所でお待ち下さい。

下草される方をお待ちください (下車の方が優先です)。

乗車 し、運賃 (現金)を 運転手にお支払い下さい。

安全のため、お早めに着席 し、シー トベル トを着用してください。

降 り方

バス停に近づきましたら、事前に運転手にお声かけください。

停留所で車両が停車いたします。

車両が完全に停車してから、席を立って、降車してください。

安全のため、車両が出発してから、その場を離れてください。

●現在の運行ルー トは、各集落を効率よく運行できるルー トを選択 している

ことから、大きく変えることは利用 しにくくなることが考えられます。

そのため、現在の福祉バスのルー トとします。

-4-


